
1日 汚染水海洋放出強行のお墨付きを与えた IAEAとは何か

東日本大震災で 3基の原発が連続してメル トダウンを

起こした福島第一原発震災。それから12年余り経った 8

月Z日 に、国と東電は、タンクに溜めていた汚染水を「一

定の処理をした後に」大平洋に放出し始めた。中国や大

平洋諸国の島嶼国からの批判を押して、まともな説明も

しないままに強行した姿勢は許されることでは無い。

7月 4日 に、岸田文雄首相は国際原子力機関 IAEA
のグロッシ事務局長と会見し、その時に「包括報告書」

なるものを手渡された。

これが現在、汚染水を処理して海洋放出する際の「お墨

付き」のように扱われ、「この報告書が目に入らぬか」とば

かりに、国際機関の「権威」を盾に他国に迫っている。

しかし日本は、自分に都合の悪い国際機関の勧告は一

貫して無視してきた。

特にひどいのは、国連人権理事会の勧告無視だ。

2023年 1月 31日 に国連人権理事会で日本に対する審査

が行われ、300もの勧告が成された。主なものとして、死

刑制度の廃止、国内人準機関の設立、個人通報制度等の

選択議定書の批准、包括的差別禁止法の制定、ジェンダ

ー平等、障害者、性的少数者、少数民族などマイノリテ

ィの権利、女性や子どもに対する性的搾取、外国人労働

者や技能実習生に対する十分な保護と支援、受刑者の処

遇、原発汚染水の排出計画の中止や科学的情報の提示、

福島避難民の権利擁護、難民・移民保護政策の強化、入

管施設における被収容者の人権問題など多岐にわたって

いる。これらはまるで当然のごとく無視され、報道すら

されていない。

国際原子力機関とは、その目的に「原子力の平和利用」

2023年 9月 8日  山崎久隆(たんぼぱ舎共同代表 )

を掲げるれっきとした原子力推進団体である。ザポリー

ジャ原発が武力攻撃を受けたとき、職員を派遣して「身

をもって守っている」かの印象を与えているが、この原

発が攻撃で破壊されればヨーロッパのみならず全地球的

な甚大な放射能汚染に見舞われ、原発の推進どころでは

なくなるからだ。 IAEAの 存在さえ揺るがされる事態

になり、世界の原子力産業 (ムラ)は崩壊する。

原子カムラが利益を確保し、各国で原発を推進しても

らうにはザポリージャ原発の破壊は「あってはならない

こと」なのである。

そうした IAEAか らのお墨付きに一体どのような意

味があるというのだろう。

原発よりも大量の放射性物質を放出する施設は再処理

工場である。これが福島原発の北の青森県六ヶ所村で建

設中だ。稼働すれば年間9700兆ベクレル (福島の40倍)

のトリチウムを放出する。その他の炭素 14やヨウ素 1

29やセシウム、ストロンチウム、プル トニウムやアメ

リシウムなど、多種多様の放射性物質を拡散させるのは、

福島第一原発の汚染水と同じだ。

すなわち、福島の汚染水排出を「阻止」されるという

ことは、六ケ所村再処理工場の操業も「阻止される」可

能性が高まる。

国は断固として「放出に踏み切る」のである。環境ヘ

の配慮、人権の擁護、健康を守るなど、微塵も考えてい

ない。ただ、核燃料サイクル政策を推進したいから福島

第一原発からの汚染水排出を強行したいだけだ。 IAE
Aも核燃料サイクル政策を推進しているので、こうした

お墨付きを与える作業に加担しているのである。

2口 太平洋フォーラムの委嘱した第三者機関のパネル委員会報告書

東電による汚染水海洋放出に対する懸念を公表した「専

門家パネル」報告書は、既に2022年 8月 11日 に公表され

ていたが、これについて報道したメディアは過分にして

知らない。おそらくなかったのではないだろうか。この

場合明らかに言えることは、日本のメディアは IAEA
報告書に対して、大平洋フォーラムの「専門家パネル報

告書」に報道価値がないとして扱わなかったということ

である。
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そうした判断が、一方的で日本政府の代弁にしかなら   原文所在地は以下の通り。

ないことは、認識されていない。

httpS://WWW・ fOrtlmSeC.Org/Wp一 COntent/uploads/2023/02/Annex-4-Expert一 Panel― MemOrandum―Summarizing一〇ur―

Views―...-2022-08-11.pdf

☆このうち、中心部分である「結論と提言」 11項 目について日本語訳を紹介 .

「福島原発事故による放射性物質に汚染された冷却水の放出計画の科学的状況に関する会議で得られた情報及びデータ
の概要並びに専門家パネルの見解」より、パネルの結論として掲載されている11項目について (翻訳・見出し作成と再構
成は筆者)。

(1)東電の手法に問題あり

1.東電の各タンクの具体的な放射性核種の含有量に関

する知識が著しく不足している。サンプルが採取された

のはタンクのご<一部であり、ほとんどの場合、全64種

類の放射性核種のうち、太平洋諸島フオーラムとの共有

データでは9種類しかされていない。

2.東京電力の言わ則手順は統計的に欠陥があり偏つてい

る。その結果、タンクの内容を反映していない可能性が

非常に高い。この手順はタンクの放射性核種の含有量に

ついて統計的に信頼できる推定値を示すようにも設計さ

れているようには見えない。

3.東電には測定実1慣がな<、 通常の測定手順から除外

(2):AEAの 手法 に問題 あ り

6.作業の複雑かつ膨大な量を考慮すると、実施された

ALPSの検査は不十分である。

7.生態系に与える影響と生物濃縮についての検討は著

しく不十分であり、その影響を評価するための適切な根

拠を提供するものではない。有機結合トリチウムを評価

するための飲料水モデルは、海洋生態系と生物相には適

用されないため、間違つている。

8.特に、ストロンチウム90などの一部の放射性核種

が海洋生態系に何桁も高く濃縮される可能性があること

を考慮していないため、安全性を判断するための告示濃

度比総和の方法が不十分で不適切である。安全を前提と

した排出後の監視は、放射線被曝とその後の危害を防ぐ

ものではな<、 その発生を記録するだけである。

(3)太 平 洋 諸 島 フ ォー ラ ムの 提 案 と勧 告

11.この問題の科学的理解に基づいて、以下の勧告を

行う。

a.放出用海底バイプラインの建設を無期限に延期す

べき。

b.これまで検討されてきた選択肢は、世代間、国境、

風評被害、特に日本国内及び太平洋地域全体の漁業に対

する被害を防止する観点から再検討されるべき。

c.リ スクのない選択肢はないと認識している。しかし、

リスクは大幅|コ君咸できる。私たちは、リスクを桁違い

に軽減し、世代間、国境を越え、風評被害のほとんどを

された放射性核種に関する仮定は、ALPS処 理や最終

的な希釈・放出を計画する上で、科学的根拠としては不

十分である。

4.IAEAが タンクの内容物を統計的に代表する方法

で測定することを主張していないことに驚き、落胆して

いる。これは建設許可の前に確立されるべき最低限の基

礎である。

5.初期タンクの

'う

泥と廃棄物の不均―な分布は十分に

考慮されておらず、建設許可の前に解決されるべきであ

つた運用上の複雑さをもたらす可能性がある。

9。 「希釈が汚染の解決策」という仮定は科学的に時代遅

れであり、生態学的に不適切である。今回提案されてい

る排出の場合はなおさらであり、日本や世界の漁業に対

する相当な風評被害をもたらすことになる。この行動計

画は、世代を超えた問題や国境を越えた問題を引き起こ

しており、もつと深刻に考慮されるべきである。特に、

生態系や風評被書、国境を越えた被害を可能な限り回避

することが求められている。そのためには、今まで以上

に幅広い、より掘り下げた選択肢を検討する必要がある。

10.IAEAが 運用前に相応の科学的調査を行つてい

ないように見えることに失望している ;むしろ、そのこ

とを排出の直前の段階に先送りしている一我々の見解で

は、プロセスにおいてあまりにも遅すぎた。

防ぐことができる3つの選択肢を提起する。

①ALPSによる処理を行い、トリチウムを主とした廃

液をトリチウムの崩壊期間中、より安全なタンクに貯蔵

する。

②動物 (例えば二枚員)や植物、菌類が放射性核種を固

体に濃縮し、それを国境を越えた汚染という観点から、

より安全にする生物浄化法。

③ALPSで処理し、処理した水を使用して人との接触

可能性の低いコンクリートを作り、環境からトリチウム

ベータ粒子を遮蔽する。


